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者11rl)計画商福岡マリ ナ タウン地区地区計画を次のように決定する。

名 称 西 福 岡マ リナタウン地区地区計画

位 置 |福岡市西区愛 宕浜二丁 目の一部

面 穣 |約 1 9. 3 ha 

当地区には、 21世紀を展望 した臨海部における新

たな都市づくりの 一環として 、住宅・都市整備公団、

市住宅供給公社並びに第 3セクタ ーの博多港開発側に

よる 「西福岡 マ リナタウン 」整備事業 が進められて い

地区計四の目標 る。

このため、新たな住宅市街地の形成に際し、前面に

位 置 する「人工海浜J等の恵まれた自然環境と調和し

た魅力ある 市街地空間の形成 -誘導を図り 、 良好な 中・

高層住宅地 としての街づくりを行う ことを目標とす る。
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都市計画道路 「西福岡海浜線J (1幅員 18m) 、都

市計画公闘及 び区 画道路等の施設を 基判|として、地区

内に歩行者空 間や公園等を適切に配置し、 「人工 海浜」

を含めた歩行 者空間のネットワーク化に よ り、 地区内

居住者及び海浜公図利用者等の利便を図る。

建築物等の整 備

の方針

公 共空 間である道路 ・公園等と私的 空 間 である 建築

物の敷地と が有機的に調和した良好 な街区を形成 す る

ため、建築物 等の壁面の位置の 制限を定めるとともに、

良好な景観誘導 を図るため、建築物等の形態・意匠を

制限し、海に I~自かれた良好な 中・高層住宅地の形成を

図る。
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下 記 の各道路及び公園との境界線から建築物の外壁若

し くはこれに代わる柱の面、 又は建築物に 付 属する門若

しくはへ いまでの距維の最 低限度は.次に示す とおりと

する。

1 )西福岡 海浜線につ いては 5 m

2 )愛宕 浜中央公闘 については 3m

3 )その他 の産国道路 等については 3m 

建築物等の色調、デザインは 、原色を:illfけ るなど、周

辺環境に配慮した意匠とする。

また、高架水袖・、ク ー リングタワ ー等 の屋上に設置す

る施設については、露出面積を少なくする等部市景観に

配慮するものとする。

「地区計画及び地区整備計画 の区域並びに壁面の 制 限位置は計四図 表示のとおり」

理 由

当 地区には、臨海部における新た な都市づ くりの一環として、住宅・者I~ 市経 備 公

団、市住宅供給公社並びに第 3セク タ ー の博多 港開発(仰による「凶縞悶 マ リナタウ

ンJ箆 備事業が進められており 、開発を計画的 か つ適正に誘導し、良好な市街地形

成を行う ことを目的として、本 家 の と お り 決 定 す るものである。
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地区計画の区域や道路等地区施設の配置などの
詳細については、都市計画課でご確認下さい。

(福岡市役所4F TEL:092-711-4388) 

活福岡マリナタウン地区地区計画図(福岡市決定)

rL 

口
..事』・'憎令 3m 

~・~ 5m 

N 

イヲIJ

地区計画区域
〈地区整備計画区域〉

壁面の位憧の制限


